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建
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位そ地

山 口 県

○
選選

山

（定期）報

○
告道

○
公平狩 毎

第 号

松
市
楠
木
町
一
丁
目
三
二
〇
の
三
、
三

の
一
一
、
三
二
一
の
一
二
、
三
二
〇
の

先
及
び
三
二
一
の
一
一
地
先

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日

名

及

び

番

管
告
示

挙
人
名
簿
選
挙
時
被
登
録
資
格
の
決

告

口
県
告
示
第
二
百
一
号

目

次

示路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告成
二
十
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実

猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
試
験
及

週
火
・
金
曜
日
発
行

二三

四
・
〇

五
・
〇

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口
県
知

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
（
メ

定
の
基
準
と
な
る
日
等
…
…
…
…
…
…

示

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

施
（
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…

び
講
習
の
実
施
（
自
然
保
護
課
）
…
…

六
三
・
五

二
六
二
・
四
四

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

住
所
地
を
所
管
す
る
農
林

五

提
出
書
類

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

下
松
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一

山
口
県
総
合
保
健
会
館

下
関
市
菊
川
ふ
れ
あ
い
会
館

美
祢
市
民
会
館

郵
送
の
場
合
は
、
受
け
よ

効
と
す
る
。

四

狩
猟
免
許
申
請
書
等
の
提

〃

〃

二
六

〃

九
、

二

二

受
験
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

す
る
者
は
、
受
験
で
き
な
い

三

狩
猟
免
許
申
請
書
等
の
提

試

験

の

場

所

ま
す
。平

成
二
十
四
年
五
月
十
一

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

日

平
成
二
四
、

七
、

八

〃

〃

二
二

〃

八
、

五

公

（
二
二
二
）
平
成
二
十
四
年
度

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
の
規

事
務
所

平
成
二
四
、

〃

番
一
号

〃〃〃

う
と
す
る
試
験
の
場
所
の
提
出
期

出
先

山
口
県
総
合

〃

下
関
市
菊
川

〃

美
祢
市
民
会

る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法

。出
期
限

提

出

日

山
口

時

場

午
前
九
時

柳
井
市
文
化

〃

下
松
市
地
域

〃

山
口
市
吉
敷

告

狩
猟
免
許
試
験
の
実
施

正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
狩

一

六
、
二
九

午
後
五
時

七
、
一
三

〃

〃

二
七

〃

八
、
一
七

〃

〃

二
四

〃

限
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、

保
健
会
館

ふ
れ
あ
い
会
館

館第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

期

限

県
知
事

二

井

関

成

所

福
祉
会
館

交
流
セ
ン
タ
ー

下
東
三
丁
目
一
番
一
号

年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法

猟
免
許
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

有 当 」し

告

示

公

告



平

平

成 年 月 日 金曜日

（
二鳥

と
い

い
う

一

山 口

八
県合返

（定期）県 報

六
百紙

七

第 号

成
二
四
、

六
、
二
六

午
後
一

二
三
）
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

う
。
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
適

。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日

適
性
試
験
等
の
日
時
及
び
場
所

日

時

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
（
電
話

わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を

信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料

法
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者

円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受

狩
猟
免
許
申
請
書

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

は
、
法
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第

写
真
（
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、

年
月
日
及
び
氏
名
を
記
入
す
る
こ

時
三
〇
分

下
関
市
立
豊
田
図

適
性
試
験
及
び
講
習
の
実
施

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

性
試
験
及
び
同
条
第
四
項
の
講

。

山
口
県
知

場

、
最
寄
り
の
農
林
事
務
所
又
は

〇
八
三

九
三
三

三
〇
五
〇

使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
円
分

。 に
あ
っ
て
は
三
千
九
百
円
、
そ

を
狩
猟
免
許
申
請
書
の
所
定
の

は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
に

験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
許
可
を

四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う

ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

と
。
）

書
館

律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」

習
（
以
下
「
適
性
試
験
等
」
と

事

二

井

関

成

所 山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
問
い

の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の

の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
五
千
二

欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
許
可

し
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て

か
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内

の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
撮
影

下
関
市
菊
川
ふ
れ
あ
い
会
館

条
の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
も

三

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
等

適
性
試
験
等
の
場
所

下
関
市
立
豊
田
図
書
館

山
口
市
大
海
総
合
セ
ン
タ
ー

サ
ン
ラ
イ
フ
萩

山
口
県
柳
井
総
合
庁
舎

美
祢
市
美
東
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
二

〃

〃

一
三

〃

〃

〃

〃

〃

一
八

〃

〃

一
九

〃

〃

二
〇

二

対
象
者

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

三

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四

〃

〃

五

〃

〃

六

〃

の
。

の
提
出
期
限

提

出

平
成
二
四
、

〃〃〃〃

午
後
一
時

山
口
県
民
文

〃

宇
部
市
万
倉

〃

山
口
県
民
文

午
後
一
時
三
〇
分

山
口
県
周
南

〃

〃

午
後
一
時

山
口
市
吉
敷

山
口
県
総
合

る
者
で
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十

〃

美
祢
市
民
会

〃

山
口
市
徳
地

〃

萩
市
福
栄
コ

午
後
一
時
三
〇
分

ラ
ポ
ー
ル
ゆ

〃

山
口
県
周
南

午
後
一
時

と
き
わ
湖
水

〃

山
口
県
民
文

午
後
一
時
三
〇
分

山
口
県
周
南

午
後
一
時

山
口
市
大
海

〃

サ
ン
ラ
イ
フ

〃

山
口
県
柳
井

〃

美
祢
市
美
東

午
後
一
時
三
〇
分

下
関
市
菊
川

午
後
一
時

山
口
県
柳
井

〃

須
佐
公
民
館

〃

山
口
市
阿
東

〃

〃

〃

期

限

六
、
一
八

午
後
五
時

〃

二
五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

総
合
庁
舎

下
東
三
丁
目
一
番
一
号

保
健
会
館

四
日
ま
で
有
効
で
あ
る
法
第
四
十

館山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

や総
合
庁
舎

ホ
ー
ル

化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

総
合
庁
舎

総
合
セ
ン
タ
ー

萩総
合
庁
舎

セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
会
館

総
合
庁
舎

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
地
福
分
館

二

三



平成

と

年 月 日 金曜日

六

山 口 県

〃山山は
四五

（定期）報

山と山山山宇山山

第 号

山須山美山萩ラ
二
千
八
百
円
に
相
当
す
る
山
口

。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

は
、
法
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第

写
真
（
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、

年
月
日
及
び
氏
名
を
記
入
す
る
こ

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料

口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

口
県
総
合
保
健
会
館

郵
送
の
場
合
は
、
受
け
よ
う
と
す

、
有
効
と
す
る
。

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
等
の
提
出

住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所

提
出
書
類

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

口
県
周
南
総
合
庁
舎

き
わ
湖
水
ホ
ー
ル

口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

口
県
周
南
総
合
庁
舎

口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

部
市
万
倉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

口
県
周
南
総
合
庁
舎

口
県
柳
井
総
合
庁
舎

佐
公
民
館

口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
地

祢
市
民
会
館

口
市
徳
地
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

市
福
栄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ポ
ー
ル
ゆ
や

県
収
入
証
紙
を
狩
猟
免
許
更
新
申

し
な
い
こ
と
。

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
許
可
を

四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う

ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

と
。
）

〃

〃

〃

〃

る
適
性
試
験
等
の
場
所
の
提
出

先

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

福
分
館

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

〃

〃

〃

〃

請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
許
可

し
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て

か
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内

の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
撮
影

一
一

〃

一
二

〃

期
限
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

〃

〃

三

〃

〃

〃

〃

〃

四

〃

五

〃

〃

〃

一
〇

〃

二
六

〃

二
七

〃

二
八

〃

〃

〃

二

〃

〃

〃

〃

〃

一

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一

二

登
録
を
行
う
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一

三

縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

山
口
県
知
事
選
挙
の
執
行
に

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人

録
を
行
う
日
及
び
縦
覧
に
供
す

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一

七

そ
の
他

こ
の
適
性
試
験
等
に
つ
い

山
口
県
環
境
生
活
部
自
然

で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、

明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

準
と
な
る
日

日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は

日日
理
委
員
会

示
第
二
十
九
号

当
た
り
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二

名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
被
登
録

る
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

日 て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
農
林

保
護
課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

往
復
は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又

の
上
す
る
こ
と
。

三

委
員
長

上

符

正

顕

、
選
挙
の
期
日
と
す
る
。

十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二

資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、

事
務
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一

三
〇
五
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵

は
八
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛

条登 号便先

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日
印
刷

十
四
年
五
月
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


